
 ○鳥取県図書館協会会則 

 

（名称） 

第１条 本会は、鳥取県図書館協会という。 

（事務所） 

第２条 本会の事務局は、鳥取県立図書館に置く。 

（目的） 

第３条 本会は、県内の公共図書館、高専・短大・大学図書館、学校図書館及び幼稚園、

保育園、読書団体等の連絡連携のもとに図書館の発展を図り、鳥取県の文化の向上に寄与

することを目的とする。 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

 （１） 図書館活動の振興に関すること。 

 （２） 図書館活動に関する調査研究及び普及に関すること。 

 （３） 図書館関係職員の研修に関すること。 

 （４） 読書運動の推進に関すること。 

 （５） 図書館相互の情報交換に関すること。 

 （６） その他必要な事業 

（会員） 

第５条 本会は、施設会員、個人会員、学生会員及び団体会員をもって構成する。 

２ 施設会員は、県内の公共図書館、高専・短大・大学図書館、学校図書館協議会及びこ

れら以外の施設・団体のうち図書館の機能を有するものとする。 

３ 個人会員は、本会の趣旨に賛同する個人とする。 

４ 学生会員は、本会の趣旨に賛同する個人で大学等で学んでいる者とする。 

５ 団体会員は、本会の趣旨に賛同する団体とする。 

（入会及び退会） 

第６条 この会に新たに入会しようとするものは、所定の申込書に会費を添え会長に申し

込むものとする。 

２ 会を退会しようとするものは、会長に届け出るものとする。また、個人会員の場合、

会費の払い込みがない場合は、退会をしたものと見なす。 

（役員） 

第７条 本会に次の役員を置く。 

 （１） 会 長 

 （２） 副会長 ３名 

 （３） 理 事 若干名 

 （４） 監 事 ２名 

（役員の選出） 

第８条 会長及び副会長は、総会で選出する。 

２ 理事及び監事は、会長が委嘱する。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員の職務） 

第１０条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

３ 理事は、会務を執行する。 

４ 監事は、業務及び会計を監査する。 



（会議） 

第１１条 本会の会議は、総会及び理事会とする。 

（総会） 

第１２条 総会は、定期総会と臨時総会とする。 

２ 定期総会は、毎年１回これを開く。 

３ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、これを開く。 

４ 総会の議事の成立は、出席者の過半数以上の同意をもって決め、可否同数のときは、

議長の決めるところによる。 

５ 総会は、次の事項を審議決定する。 

 （１） 事業及び予算 

 （２） 決算 

 （３） 会則の改正 

 （４） その他必要な事項 

（理事会） 

第１３条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。 

２ 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の３分の１以上の要求があったとき、

会長が召集する。 

３ 理事会は、次の事項を審議する。 

 （１） 総会に提出する議案 

 （２） 総会から付託された事項 

 （３） その他必要な事項 

４ 理事会の議事の成立は、前条第４項の規定を準用する。 

（部会） 

第１４条 本会の事業を推進するため、必要に応じて部会を設けることができる。 

２ 部会に関する規程は、別に定める。 

（経費） 

第１５条 本会の経費は、次のものをもって充てる。 

 （１） 会費 

 （２） 分担金、補助金、寄付金 

 （３） その他の収入 

２ 会費に関する規程は、別に定める。 

（会計年度） 

第１６条 本会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（細則） 

第１７条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な細則の制定及び改廃は、理

事会の承認を経て会長が定める。 

 

   附 則 

この会則は、平成２年１２月５日から施行する。 

   附 則 

この会則は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

この会則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この会則は、平成２５年７月１日から施行する。 

附 則 

この会則は、平成２８年６月２９日から施行する。 


